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１． 新庁舎建設の背景と目的 

（１） これまでの経緯 

湖西市（以下「本市」という。）の現庁舎は、昭和 49 年（1974 年）の建設から約 50 年が経

過し、建築物本体に加え設備機器の老朽化や、バリアフリー化、省エネルギー化への未対応、

平成 22年３月に新居町と合併したことによる床面積不足などの課題を抱えています。また、旧

耐震基準1による建築物であり、平成８年に耐震補強工事を実施しましたが、平成 29 年３月の

「静岡県建築基準条例ほか基準の改正」により、より高い耐震性が求められるようになったた

め、現在は耐震性が不十分な状況となっており、安全・安心で充実した質の高い行政サービス

の提供のために喫緊の対応が必要な状況です。 

そのような中、令和５年度には「湖西市新庁舎建設基本構想」（以下「基本構想」という。）

を策定し、市民の利便性が高く、効率的なより良い庁舎のあり方について現庁舎の課題や問題

点を踏まえ、本市の将来を見据えた新たな市庁舎の建設に関する基本的な考え方を示しました。 

 

（２） 基本計画策定の目的 

「湖西市新庁舎建設基本計画」（以下、「本基本計画」という。）では、基本構想を踏まえ、新

庁舎の規模・機能の具体化や、建設地などの計画条件について整理し、今後予定する新庁舎建

設に係る基本設計に必要な諸条件を整理します。 

 

1) 新庁舎建設の流れ 

新庁舎建設の流れは下図のとおりです。本市では、令和５年度に基本構想を策定しました。

令和７年度に本基本計画を策定し、今後、設計・建設工事を予定します。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 新庁舎建設の流れ 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 旧耐震基準：1981 年 5 月 31日までに建築確認を受けた建物に適用されていた耐震基準で、震度 5 強程度の揺

れに耐える構造基準として設定されていました。 
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本基本計画の主旨：基本設計に反映させる与条件の整理 

①導入する機能・規模 

②建物性能 

③建設地 

④配置・階層計画、動線計画 

⑥事業計画（概算事業費、事業手法、事業スケジュール） 
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2) 基本計画策定までの経過 

本基本計画の策定にあたっては、市民の利便性が高く、効率的な庁舎のあり方を検討するた

め、庁内窓口体験調査や市民の意見・意向を把握するための市民アンケート、新庁舎の場所や

求める機能などについて市民ワークショップやパブリックコメントを実施してきました。 

表 1-1 これまでの経緯 

年 月 内 容 

令和４年 ９月 新庁舎建設検討プロジェクトチーム発足 

令和５年 ２月 新庁舎建設検討プロジェクトチーム提言書 

 ９月 庁舎建設に係る市民アンケート 

令和６年 
２月 

湖西市新庁舎建設基本構想（案）パブリックコメント実施 

 庁内窓口体験調査実施 

 ３月 湖西市新庁舎建設基本構想 策定・公表 

 ７月 市民ワークショップ オリエンテーション 

 
８月  

庁内会議（第 1回 幹事会議・本部会議） 

 第１回 ワークショップ 

 10月 

 

庁内会議（第２回 幹事会議、本部会議） 

 第２回 ワークショップ 

 12月 

 

庁内会議（第３回 幹事会議、本部会議） 

 第３回 ワークショップ 

令和７年 ８月 庁内会議（第４回 幹事会議、本部会議） 

  12月 庁内会議（第５回 幹事会議） 

令和８年 １月 庁内会議（第５回 本部会議） 

 ２月 湖西市新庁舎建設基本計画（案） パブリックコメント実施 

 ３月 湖西市新庁舎建設基本計画 策定・公表 

 

（３） 本基本計画の対象施設 

本基本計画の対象施設は次の３施設です。 

表 1-2 対象施設一覧 

施設名称 建築年2 
延床面積3 

(㎡) 
構造・階数4 備考 

市役所庁舎5 
昭和 49年 

（1974年） 
6,838.24 

RC造 

4階建て 
平成８年に耐震化 

健康福祉センター 
昭和 58年 

（1983年） 
4,038.42 

RC造 

3階建て 
平成 13年に増築 

市民活動センター 
平成 11年 

（1999年） 
393.30 

S造 

2階建て 
 

合計 ― 11,269.96 ― ― 

 
2 市役所庁舎の建築年は、複数ある建物のうち庁舎のものです。 
3 市役所庁舎の延床面積は、複数ある建物の合計値です。 
4 市役所庁舎の構造・階数は、複数ある建物のうち庁舎のものです。 
5 市役所庁舎：同一敷地内にある次の建物を含む（庁舎、現業棟、倉庫棟、車庫棟、プロパン庫、自家発電室）。 

※（小数点以下第三位を四捨五入） 
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２． 庁舎の現状と課題 

（１） 現庁舎等の位置 

市役所庁舎、健康福祉センターは、JR鷲津駅から西に約 1.3kmの距離に位置し、市民活動セ

ンターは同駅の北、約 100mの距離に位置しています。 

 

 

 

 
 

図 2-1 将来都市構造図（出典：湖西市都市計画マスタープラン（令和 6 年 6 月）） 

  

市役所庁舎 

JR鷲津駅 

JR新居町駅 

JR新所原駅 

市民活動センター 

健康福祉センター 
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（２） 用途地域等 

市役所庁舎、健康福祉センターは都市機能誘導区域内の第 2種住居地域（建蔽率 60％、容積

率 200％）に位置し、市民活動センターは居住誘導区域内の準工業地域（建蔽率 60％、容積率

200％）に位置しています。 

 

図 2-2 都市計画用途地域図（出典：湖西市都市計画図（令和 2 年 4 月）） 

 

図 2-3 立地適正化計画区域図（出典：湖西市立地適正化計画（令和 3 年 4 月）） 

市役所庁舎 

市民活動センター 

健康福祉センター 

市役所庁舎 健康福祉センター 

市民活動センター 

凡例 

    都市機能誘導区域 

    居住誘導区域 
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（３） ハザードマップ 

市役所庁舎、健康福祉センターは土砂災害危険箇所への指定はありませんが、笠子川による

洪水浸水が想定されており、敷地の一部が 0.3ｍ未満から 1.0ｍの浸水が想定されます。市民活

動センターは安政東海地震推定浸水域（1854年）に位置しています。 

 

図 2-4 災害危険箇所図（出典：湖西市ハザードマップ（令和 5 年 3 月）） 

 

図 2-5 洪水浸水想定区域図（その他河川）（出典：静岡県地理情報システム）（令和 7 年 3 月））  

市役所庁舎 

健康福祉センター 

市民活動センター 

市役所庁舎 

健康福祉センター 

市民活動センター 
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（４） 文化財包蔵地 

対象施設は文化財包蔵地等の指定はありません。 

 

図 2-6 文化財包蔵地（出典：湖西市文化財地図（令和 4年））  

市民活動センター 

市役所庁舎 

健康福祉センター 
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（５） 庁舎の課題 

現庁舎は、建物及び設備の老朽化や窓口の分かりにくさなどの課題を抱えています。また、

高齢者や障がい者を含めたすべての人に使いやすいユニバーサルデザイン6への対応がされて

いないことや、ＤＸ化に対応できる機能が備わっていないことなども課題となっています。 

 

1) 耐震性の不足 

現庁舎は旧耐震基準による建築物であり、平成８年に耐震補強工事を実施しましたが、平成

29年３月の「静岡県建築基準条例ほか基準の改正」により、より高い耐震性が求められるよう

になったため、現在は耐震性が不十分な状況となっています。 

 

2) 庁舎の老朽化 

建築から約 50年が経過し、外壁面のひび割れ等が顕著に現れており、随所に雨漏りが確認さ

れます。また、施設の老朽化のみならず各種設備機器の劣化も課題となっています。 

 

3) 不明瞭な窓口 

現庁舎は中央の市民ホールを各窓口が囲っていることで動線が悪い上、庁舎内の案内図が複

雑で、利用者にとってわかりにくい状態となっています。 

また、健康福祉部やこども未来部の窓口は健康福祉センターへ配置されていることから、状

況によっては同一施設内で手続きが完了できない状態となっています。 

  

 
6 ユニバーサルデザインとは、障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都

市や施設の環境をデザインする考え方のことです。 
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4) 執務空間の狭あい化 

各階の執務空間では、待合スペースと窓口カウンターが隣接しているためスムーズな動線が

確保されていないことや、常に会議室が不足しており業務に支障をきたしています。また、来

庁者が座って手続きできる窓口スペースや、プライバシーに配慮した相談室などが整備出来な

い状況であり、執務空間の狭あい化が進行しています。 

 

5) ユニバーサルデザインに未対応 

現庁舎は授乳室、キッズスペースのほか、音声案内や電光掲示板等の情報伝達手段が整備さ

れておらず、多機能トイレも各階になく正面玄関から遠い位置に設置されているなど、ユニバ

ーサルデザインへの対応が進んでいない状況です。また、エレベーターはあるものの利用経路

のバリアフリー化が図られていないなど２階、３階への移動が困難となっている状況です。 

 

6) 省エネルギー化に未対応 

現庁舎は建物の断熱性能や設備機器の省エネルギー性能が低く、また日射取得のコントロー

ルなどの自然エネルギーを取り入れるパッシブデザインに対応していないため、快適な室内環

境を維持するために必要なエネルギーの消費量が大きく、脱炭素社会の実現の観点から望まし

くない状況です。 
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7) 窓口の点在 

現在の行政機能は、市役所庁舎、健康福祉センター、市民活動センターの３施設に分散して

おり、西部地域センター、新居地域センターを合わせて５つの施設が担っています。 

来庁目的によっては一つの施設で目的が完結せず、施設間の移動が必要な場合がある等、市

民サービスの低下を招いています。 

また、職員についても会議や事務決裁時に、施設間移動をするために業務効率の低下を招い

ています。 

そのほか、施設管理費の観点からも、同様の維持管理経費が５施設分必要になること、公用

車の分散配置により効率的な利用ができていないこと、それぞれの施設に窓口機能の配置が必

要なことなどの課題があります。 

 

 

図 2-7 行政機能位置図  
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（６） 新庁舎建設の必要性 

現庁舎は、昭和 49 年に建設された旧耐震基準の建築物であり平成８年に耐震補強工事を実

施していますが、現在求められる耐震基準には不足していること、建築から約 50年が経過し、

設備機器なども含めた老朽化が進行しており、昨今の自然災害が激甚化する環境下において、

備えが十分とは言えない状況にあります。また、建物の設計が古いため、湿式清掃のトイレ7や

空調設備の省エネルギー性能、執務室のフリーアクセスフロア8への未対応などの課題がありま

す。 

そのほか、本市では、市内行政機能の点在による窓口の分散化に加え、平成 22年３月に新居

町との合併したことによる行政規模の拡大に伴う執務空間の不足・狭あい化など様々な課題が

顕在化してきています。 

これらの現庁舎が抱える課題を解消し、災害発生時に庁舎が受ける被害を最小限とし、市の

災害対応及び業務継続に影響が出ないよう備え、少子高齢化やＤＸの進展に対応した新しい行

政サービスの提供、省エネルギー化の推進による脱炭素社会の実現、誰もが使いやすく効率的

な庁舎とするため、新庁舎の建設が必要となっています。 

 

 

 

 

 

  

 
7 湿式清掃のトイレとは、清掃の際に床や壁を水洗いするトイレの事で、雑菌の繁殖が多いため衛生面に課題が

あります。 
8 フリーアクセスフロアとは、床下に配線などを収納できる二重構造の床のことです。 
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１ 

２ 

３ 

４ 

３． 新庁舎整備の基本理念・基本方針 

本基本計画では、基本構想で定めた基本理念・基本方針を踏まえ具体的な導入機能として整

備方針を整理します。 

 

（１） 基本理念 

基本構想では、ＤＸの推進に伴い、行政手続きのオンライン化が進み、市役所を訪れなくて

も快適に行政サービスを受けられることを目指す一方で、庁舎を訪れる方には、行政サービス

の提供だけでなく子どもから高齢者、障がい者、外国籍の方など、誰もが親しみやすく自然と

集いたくなる場所として、次のとおり基本理念を定めました。 

 

 

（２） 基本方針 

基本構想では、基本理念の下、来庁しやすく・利用しやすい庁舎とするため新庁舎建設の４

つの基本方針を次のとおり定めました。 

 

誰もが安心して使いやすく快適なサービスを提供する庁舎 

機能性、効率性、生産性の高い庁舎  

「こさい」を感じられる庁舎 

ゼロカーボンに配慮した庁舎 

 

 

 

 

  

「行かなくてもいい」けど 

「行きたい」場所 
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４． 新庁舎の整備方針 

（１） 規模用件 

1) 新庁舎の規模 

新庁舎の規模は、基本構想で算定した現庁舎、健康福祉センター、市民活動センターが有す

る行政機能を集約化した場合を想定した規模としますが、算定は国の基準による一般的な従来

の庁舎を想定した規模であるため、今後のペーパーレス化の推進による倉庫・書庫の縮減や、

執務室内のキャビネットや書棚の縮減に加え、一部執務室のフリーアドレス化等による執務室

面積の縮減を検討します。 

 

表 4-1 新庁舎の規模 

機能区分 規模 

市役所庁舎 約 7,500㎡ 

健康福祉センター 約 2,000㎡ 

市民活動センター 約 500㎡ 

合計（新庁舎） 約 10,000㎡ 

 

新庁舎への集約化の考え方 

【 新庁舎 】 

【市役所庁舎】 【健康福祉センター】 【市民活動センター】 

 

図 4-1 新庁舎への集約化のイメージ 

 

 

 

  

行政機能 

行政機能 

（約 10,000㎡） 

保健・ 

福祉機能等 

貸館機能 

 
行政 

機能 

会議室機能等 

行政機能 
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2) 駐車場の規模 

新庁舎に必要な駐車場等の整備台数を表 4-2、表 4-3のとおり設定します。 

表 4-2 来庁者用駐車場の台数 

 

表 4-3 その他駐車場等の台数 

項目 台数（台） 

公用車（乗用車） 64 

公用車（乗用車）※屋根付き車庫 5 

公用車（バス） 1 

公用車（ダンプ・給水車） 4 

職員用 400 

駐輪場 50 

バス乗降場 1 

タクシー乗降場 2 

 

3) 駐車場整備の考え方 

来庁者用駐車場と公用車（屋根付き）及び駐輪場、バス・タクシー乗降場は敷地内に整備し、

それ以外の公用車用駐車場、職員用駐車場は可能な限り敷地内に整備します。 

 

  

記号 名称 設定値 単位 摘要
a 計画人口 57,885 人 2020年10月1日（国勢調査より）
b 来庁者の割合（窓口） 0.90% ％ 市・区・町役所の窓口事務施設の調査より
c 来庁者の割合（窓口以外） 0.60% ％ 市・区・町役所の窓口事務施設の調査より
d 乗用車使用率 92.80% ％ R5.9アンケートより
e 利用総数（窓口） 484 人 a×b×d
f 利用総数（窓口以外） 323 人 a×c×d
g 集中率 30.00% ％
h 平均滞留時間（窓口） 20 分 想定
i 平均滞留時間（窓口以外） 40 分 想定
j 駐車台数（窓口） 48 台 e×g×h/60
ｋ 駐車台数（窓口以外） 65 台 f×g×i/60

ｌ 車いす利用者用台数の割合 2.00% ％
高齢者、障がい者が円滑に利用できるよう
にするために誘導すべき建築物特定施設の
構造及び配置に関する基準を定める省令

m 車いす利用者台数 3.00 台 (J+K)×l

来庁者用駐車場台数 116 台 うち3台は車いす利用者用台数
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（２） 新庁舎の建物性能、環境性能について 

1) 耐震安全性 

① 耐震安全性の分類 

新庁舎の建設にあたっては、多様化する災害に対する安全性、防災機能の充実・強化及び業

務継続機能を有することが求められます。 

耐震安全性の分類は、国土交通省が国の官庁施設等を対象に定めた「官庁施設の総合耐震・

対津波計画基準」による分類（表 4-4）を準用して定めます。 

 

② 耐震安全性の目標設定 

災害時の業務継続機能や、今後、高い確率で発生が予想される大地震の本震・余震を含む庁

舎機能への影響などを考慮して、新庁舎の耐震安全性については、構造体「Ⅰ類」、建築非構造

部材「Ａ類」、建築設備「甲類」を目標とします。 

 

表 4-4 耐震安全性の分類 

部位 分類 耐震安全性の目標 対象とする施設 

構造体 

Ⅰ類 

大地震動後、構造体の補修をすることなく建築
物を使用できることを目標とし、人命の安全確
保に加えて十分な機能確保が図られるものと

する。 

・災害応急対策活動に必要な施設のうち特に 
重要な施設 

・多量の危険物を貯蔵又は使用する施設、 

その他これに類する施設 

Ⅱ類 

大地震動後、構造体の大きな補修をすることな
く建築物を使用できることを目標とし、人命の
安全確保に加えて機能確保が図られるものと

する。 

・災害応急対策活動に必要な施設 

・地域防災計画において避難所等として位置 
付けられた施設 

・危険物を貯蔵又は使用する施設 

・多数の者が利用する施設ただし、分類Ⅰ類 
に該当する施設は除く 

Ⅲ類 

大地震動により構造体の部分的な損傷は生じ

るが、建築物全体の耐力の低下は著しくないこ
とを目標とし、人命の安全確保が図られるもの
とする。 

・分類Ⅰ類及びⅡ類以外の施設 

建築非 

構造部材 

Ａ類 

大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行う
うえ、又は危険物の管理のうえで支障となる建

築非構造部材の損傷、移動等が発生しないこと
を目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機
能確保が図られるものとする。また、機能の停

止が許されない室においては、要求される機能
に応じた検討を行う。 

・災害応急対策活動に必要な施設 

・多数の者が利用する施設 
・地域防災計画において避難所として位置 
付けられた施設 

・危険物を貯蔵又は使用する施設 

Ｂ類 

大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等

が発生する場合でも、人命の安全確保と二次災
害の防止が図られていることを目標とするＡ
類の官庁施設の一般室についても同様とする。 

・多数の者が利用する施設 
・その他、分類Ａ類以外の施設 

建築設備 

甲類 

大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の
防止が図られているとともに、大きな補修をす

ることなく、必要な設備機能を相当期間継続で
きることを目標とする。 

・災害応急対策活動に必要な施設 

・危険物を貯蔵又は使用する施設 

乙類 
大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の
防止が図られていることを目標とする。 

・地域防災計画において避難所として位置 

付けられた施設 
・分類甲類以外の施設 
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③ 構造方式（耐震、制震、免震） 

地震に対する建物の構造方式は、耐震構造、制震構造、免震構造があり、それぞれの特徴や

長所・短所は表 4-5のとおりです。 

構造方式は、被災後においても行政機能を継続して運用できるように今後の社会情勢や災害

激甚化を考慮し、基本設計において詳細を検討します。 

 

表 4-5 構造方式の概要 

構造方式 耐震構造 制震構造 免震構造 

概念図 

   

概要 

地震の揺れに対し、柱や梁

などの建物自体の構造で

耐える方式 

地震の揺れを制震装置（制

震ダンパー等）によって吸

収する方式 

建物の下に免震層を設置

し、地震の揺れが建物に伝

わりにくい方式 

建物の揺れ △ 
地震の揺れに合わ

せて大きく揺れる 
○ 

制振装置により揺

れを吸収するが、免

震構造と比較する

と揺れは大きい 

◎ 

免震装置によって

直接地震の揺れを

伝えないが、緩やか

に揺れる 

躯体の損傷 △ 損傷は発生する ○ 
損傷はある程度抑

えられる 
◎ 最も損傷が少ない 

内部空間の 

安全性 
〇 

天井などの非構造

部材、家具などの転

倒防止対策が必要 

○ 

比較的安全だが、免

震構造と比較する

と安全性が低い 

◎ 

天井材の落下や家

具の転倒の危険性

は最も低く、安全性

が高い 

建設コストへの

影響 
◎ 

基準となる構造で

あり、最も安価 
○ 

制震装置のコスト

が追加で発生する 

（+2～5％程度） 

△ 

免震装置や建物外

周と外部を繋ぐ部

材などが必要とな

る。（+5～10％） 

点検等のコスト ◎ 不要 ○ 
定期的な点検が望

ましい 
△ 

定期点検が必要と

なる 

被災時の 

修繕費 
△ 

補修が高額になる

傾向にある 
○ 

建物の損傷は抑え

られるが、制振装置

の点検・メンテナン

スが必要になる 

◎ 

損傷がほとんど発

生しないため、補修

費は安価な傾向に

ある 

総 評 
上記の評価を参考とし、構造方式は、建設コストの縮減、ランニングコスト、業務継

続性等について検討し、基本設計において詳細を決定します。 

 

2) 新庁舎の耐火性能 

新庁舎は、市政の中枢を担う重要な施設であることから、最も耐火性能の高い耐火建築物と

します。  
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3) 省エネルギー性能について 

① ZEB化の必要性 

わが国では、「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策のあり方検討会（国交省・経産

省・環境省）」において、公的機関による率先した取組が求められています。 

本基本計画においても基本方針４「ゼロカーボンに配慮した庁舎」に基づき、建物の省エネ

ルギー化技術の導入による低炭素型まちづくりに寄与することが求められ、温室効果ガスの排

出量の削減のため庁舎の ZEB化に関する方針を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※環境省 HP「ZEB PORTAL［ゼブ・ポータル］」より 

図 4–2 ZEB 庁舎のイメージ 

 

② ZEB化の目的・効果 

庁舎の ZEB化によって一次消費エネルギー量の削減による温室効果ガスの排出量の削減に加

え、副次的な効果として、創エネ設備の導入による災害レジリエンスの強化、光熱水費の低減

によるライフサイクルコストの削減にも寄与します。 

また、ZEB 化への取組みに対しては、国（環境省）の補助事業9を活用できる可能性があり、

本市の財政負担の軽減につながります。 

  

 
9 「レジリエンス強化型 ZEB 実証事業」、「ZEB 実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業」など 
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③ ZEB化の目標設定 

ZEB化にあたっては、図 4-3に示すとおり「ZEB」、「Nearly ZEB（ニアリーゼブ）」、「ZEB Ready

（ゼブレディ）」、「ZEB Oriented（ゼブオリエンテッド）」の 4つの段階が設定されていますが、

新庁舎については、建物の断熱性能を高め、設備機器を省エネ化することによる「ZEB Ready

（ゼブレディ）」を目標とします。 

太陽光発電設備等の創エネ設備については、「Nearly ZEB（ニアリーゼブ）」に満たないまで

も導入を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※環境省 HP「ZEB PORTAL［ゼブ・ポータル］」より 

図 4–3 ZEB 化の概要 

 

  

新庁舎が目指す目標設定 



 

18 

4) 新庁舎の主要構造 

① 主要構造の種類 

建築物の主要構造は、一般的に「鉄筋コンクリート造」、「鉄骨造」、「木造」に大別され、建

築物の用途、敷地・地盤の状況、予算に応じて適切な構造を選択します。主要構造の特徴は表

4-6に示す通りです。 

表 4-6 建築物の主要構造の特徴 

主要構造 特 徴 

鉄筋コンクリート造 

長所 
・耐久性・耐震性・耐火性・防音性に優れる。 

・熱容量が大きく室内温度が安定しやすい。 

短所 ・一般的に建設コストが高価になる。 

鉄骨造 

（重量鉄骨造） 

長所 
・耐久性・耐震性が高く大空間を確保できる。 

・一般的に鉄筋コンクリート造よりも安価である。 

短所 ・気密性・断熱性が低い傾向にある。 

木造 

長所 ・材料費が比較的安価（耐火木造を除く）である。 

短所 
・強度や耐火性、耐久性に劣り一般的に耐用年数が短い。 

・腐朽や蟻害の対策が必要となる。 

 

② 木造化・木質化について 

地方公共団体は、令和 3年（2021年）10月 1日に改正された「脱炭素社会の実現に資する等

のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律（都市（まち）の木造化推進法）」に

おいて公共建築物における木材の利用に努めなければならないとされており、新庁舎の建設に

あたっては、主要構造部や内外装材への木材の利用について積極的な検討を行う必要がありま

す。 

表 4-7 都市（まち）の木造化推進法について 

該当法令 内容（抜粋） 

脱炭素社会の実現に資する等のた

めの建築物等における木材の利用

の促進に関する法律（令和 3年 10

月施行） 

（地方公共団体の責務） 

第５条 その区域の経済的社会的諸条件に応じ、国

の施策に準じて木材の利用の促進に関する施策を

策定し、及び実施するよう努めるとともに、その整

備する公共建築物における木材の利用に努めなけ

ればならない。 

 

③ 新庁舎の主要構造について 

新庁舎は市の行政の中枢を担う重要な施設であり、耐震性や耐火性などの建物性能を満たす

ことを考慮すると、主要構造の木造化は困難であるため、主要構造は「鉄筋コンクリート造」、

または「鉄骨造」とし、内装材や什器・家具などの備品については木材を利用（木質化）する

こととし、新庁舎全体で 500㎥10の利用を目標とします。  

 
10 木質化した場合の木材使用量は、木造庁舎の木材使用量の事例の平均値の概ね 5 分の 1を目安とした。 
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（３） 新庁舎の機能構成 

本基本計画では、新庁舎整備の基本方針を踏まえ、庁舎を構成する機能を７つに区分し、そ

れぞれの機能の整備方針を表 4-9のとおり設定します。 

表 4-8 新庁舎の機能と新庁舎整備の基本方針の関係 

新庁舎の機能 

新庁舎整備の基本方針 

１.誰もが安心
して使いやす
く快適なサー
ビスを提供す
る庁舎 

２.機能性、効
率性、生産性
の高い庁舎 

３.「こさい」
を感じられる
庁舎 

４.ゼロカーボ
ンに配慮した
庁舎 

1) 窓口機能 ● ● ― ● 

2) 執務機能 ● ● ― ● 

3) 議会機能 ● ● ― ● 

4) セキュリティ機能 ● ● ― ― 

5) 市民交流機能 ● ― ● ― 

6) 情報発信機能 ● ● ● ― 

7) その他 ● ― ― ― 

表 4-9 新庁舎機能の整備方針 

新庁舎の機能 庁舎機能の整備方針 各機能の主な対象 

1)窓口機能  高齢者や子育て世代に配慮した低
層階への窓口機能の配置 

 高齢者や子育て世代、外国人に配
慮した窓口のユニバーサルデザイ
ン化 

 プライバシーに配慮した相談対応 

・来庁者に対応するカウンター、
相談室等 

2)執務機能  執務効率と将来の職員減少や諸室
利用の変化を考慮した柔軟なフロ
ア構成 

・執務室の配置、文書庫、倉庫等 
・Web会議などに対応した会議室 

3)議会機能  多目的に使用可能なフラット議場 
 議場、傍聴席等のユニバーサルデ
ザイン化 

・議会運営に必要な施設、設備、配
置 

・ICT設備の導入等 

4)セキュリティ機能  徹底したセキュリティ対策による
情報資産管理 

・セキュリティレベルの設定とセ
キュリティラインの設定による
情報流出防止対策 

・カード認証による入退室管理 

5)市民交流機能  多様な市民の交流や憩いの場とな
るスペースの確保 

・施設内外を活用した短時間の滞
在に対応する休憩コーナー 

・飲食物や特産品などを販売する
無人コンビニエンスストアなど 

6)情報発信機能  本市の独自の文化や特産品などの
情報発信を行うスペースの整備 

・市の歴史や文化等に関する展示
スペース 

・市政情報などの情報発信機能 

7)その他  庁舎を利用する市民へのユニバー
サルデザイン 

 子育て世代に配慮した授乳室やキ
ッズスペースなどの整備 

 職員の業務効率を向上させる福利
厚生施設 

・ユニバーサルトイレ等 
・わかりやすいサイン計画 
・授乳室・キッズスペース等 
・職員用休憩室等 
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（４） 機能ごとの整備内容 

1) 窓口機能 

① 高齢者や子育て世代に配慮した窓口機能の配置 

高齢者、子育て世帯が多く利用する窓口部署を中心に、その他来庁者の利用頻度が高い窓口

をできるだけ利用しやすい低層階に配置することとし、配置の優先度を表 4-10 のとおり 5 段

階に設定します。 

表 4-10 窓口機能の優先度 

部局 
窓口の優先度 

高   ←  【優先度】  →   低 

総務部 

総務課 ― ― ― ● ― 

契約検査室 ― ― ― ― ● 

税務課 ● ― ― ― ― 

財政課 ― ― ― ● ― 

企画部 

企画政策課 ― ― ● ― ― 

秘書広報課 ― ― ― ● ― 

資産経営課 ― ― ― ● ― 

DX 推進課 ― ― ― ― ● 

市民安全部 
保険年金課 ● ― ― ― ― 

市民課 ● ― ― ― ― 

こども未来部 

こども政策課 ● ― ― ― ― 

こども未来課 ● ― ― ― ― 

保育幼稚園課 ― ● ― ― ― 

健康福祉部 

高齢者福祉課 ● ― ― ― ― 

健康増進課 ― ● ― ― ― 

地域福祉課 ● ― ― ― ― 

環境部 環境課 ― ● ― ― ― 

都市整備部 

都市計画課 ― ― ● ― ― 

建築住宅課 ― ― ● ― ― 

土木課 ― ● ― ― ― 

都市政策課 ― ― ― ● ― 

産業部 
文化観光課 ― ― ― ― ● 

産業振興課 ― ― ● ― ― 

監査員事務局 ― ― ― ― ● 

会計課 ● ― ― ― ― 

教育委員会 

学校教育課 ― ● ― ― ― 

教育総務課 ― ― ― ● ― 

スポーツ・生涯学習課 ― ― ― ● ― 

議会事務局 ― ― ― ― ● 
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② 窓口の方式 

窓口の方式は表 4-11 に示す専用窓口型、共用窓口型、ラウンジ型の３つの方式が考えられま

す。窓口の特性に合わせて適切な組み合わせを検討します。 

表 4-11 窓口の方式 

分類 専用窓口型 共用窓口型 ラウンジ型 

窓口方式 

の概要 

各課の専用窓口で対応す

る（従来型） 

各課共有の窓口を複数配置

し入れ替わりで対応する 

窓口を設けずに打合せテ

ーブルにて対応する 

概念図 

   

 

③ 高齢者や子育て世代に配慮した窓口のユニバーサルデザイン化 

利用者の誰にとっても使いやすい窓口とするため、ユニバーサルデザインの考え方に基づき

ローカウンター型、及びプライバシー配慮型の窓口とします。 

主に市民による利用が想定される窓口は、高齢者や

障がい者、妊産婦による利用に配慮し、着座して対応

できるローカウンター型の窓口を配置します。また、

窓口を訪れる利用者が安心してサービスを受けられ

るよう、窓口カウンターをパーテーション等で囲った

プライバシー配慮型の窓口を窓口の特性に応じて適

宜設置します。 

車いす利用者への対応が多い窓口は、イスやパーテ

ーションを容易に移動できるよう車いす利用者によ

る窓口利用に配慮します。 

 

④ プライバシーに配慮した相談対応 

市民の相談対応は、その内容に応じてプライバシー

への配慮が必要になることから、防音性の高い個別の

相談室を設置し、相談頻度の多い部署のフロアには室

数を多く配置します。また、執務室に面した相談室に

ついては、執務室側からの出入り口と、窓口側からの

出入り口を設け効率的な利用動線に配慮するとともに、

出入り口の 1 つは幅の広い引戸とすることで車いす利

用者にとっても使いやすい設備とします。 

 

 

プライバシー配慮型相談室のイメージ 

（山梨県 富士川町役場） 

ローカウンター型窓口のイメージ 

（大阪府 柏原市役所） 
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2) 執務機能 

① 業務効率・利用者の利便性に配慮した執務室の配置 

各部署の執務室の配置は、職員の作業効率の向上、連携の強化の観点から、関連性の高

い部署を近接して配置する事を基本とし、業務の効率化を図りながらも利用者にとって利

便性の高い配置を検討します。 

現時点における各課の関連性は図 4-5に示す通りですが、今後の機構改革等に応じて適

宜見直すこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-5 各課相関図 

  

こども未来課 

こども政策課 健康増進課 

高齢者福祉課 

地域福祉課 

会計課 

学校教育課 

教育総務課 

スポーツ・生涯学習課 

環境課 

都市計画課 

建築住宅課 

土木課 

秘書広報課 企画政策課 

資産経営課 DX推進課 

文化観光課 

産業振興課 

特に関連性が高い課 

関連性が高い課 

税務課 契約検査室 

財政課 総務課 

監査員事務局 

議会事務局 

市民課 

保険年金課 

保育幼稚園課 

都市政策課 
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② オープンフロア型執務空間の採用 

執務空間は、職員間の意思疎通がしやすく将来の機構改革等に対応できるよう、間仕切り等

の壁を極力設けないオープンフロア型とします。 

 

③ フリーアドレス型と固定席型の採用 

職員の席を固定せずに席を移動しながら業務を行うフリーアドレス型11の執務室を基本とし

ますが、業務の性質上、フリーアドレス型が適切でない場合や、窓口対応のため固定席12が必要

な部署については固定席を適宜配置した執務室を採用します。 

フリーアドレス型の執務室の導入により、職員間のコミュニケーションを促進し、業務の効

率化を図るとともに、打合せスペースと兼用するなど、執務空間の有効活用を図ります。 

 

執務室の構成イメージ 

 

図 4-6 フリーアドレス + 固定席の執務室イメージ 

 

④ 会議室・打合せスペース 

参加人数、規模や内容に応じた会議室の運用方法を検討し、オープン型打合せスペースの設

置と小規模の会議室は、隣接する会議室と可動間仕切りにより区分させ、参加人数によりフレ

キシブルな対応ができる構成を検討します。また、Web 会議の頻度が高くなることが想定され

ることから、Web会議が可能な設備の導入を検討します。 

 

⑤ 文書管理と文書庫 

本市ではペーパーレス化を推進しており、執務室内の文書等の保管は鍵付きキャビネット等

を用いた最小限のものとします。また、保管期間が定められた公文書等の保管については、専

用の文書庫を用いる事とします。 

  

 
11 フリーアドレス型：職員に固定の席を割り振らず、各職員が自由に座席を選択して働く形式 
12 固定席型：全ての職員に固定の席が割り振られる形式で最も一般的な形式 

 

 

  
フリーアドレス型 固定席型 
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3) 議会機能 

現状の議場は階段式の設えとなっており、議会開催時以外は稼働が少ない状況です。新庁舎

では議会の独立性を確保しながら、市民に開かれ、身近な議会を考慮した運用を検討します。 

 

① 議場 

議場はフラット方式とし、バリアフリー化を図

り、議員席についても車いすの利用が出来るよう

検討します。議席や執行部席は移動式の什器とす

ることで、議会開催時以外にも通常の会議等で使

用できるようにします。 

傍聴席は議場全体を見渡せる配置とし、利用経

路のバリアフリー化に加え、車いす席の設置を検

討します。 

 

② 委員会室 

委員会室は、議員全員が集まって開かれる全員協議会や各種委員会を開催できる最低限の規

模とし２部屋の整備を検討します。 

 

③ 議会関係諸室 

議会関係の諸室として下記の室の整備を検討します。議会関係諸室は、議場、委員会室と同

じフロアに集中的に配置するとともに、セキュリティ確保にも留意した配置を検討します。 

表 4-12 整備を検討する議会関係諸室 

室名 部屋数 規模等 

正副議長室 １室 現状と同等の規模の整備を検討する。 

会議室 ３室 ８名程度が打ち合せできる規模の整備を検討する。 

議員控室 １室 20名程度が同時に滞在できる規模の整備を検討する。 

相談室 １室 4名程度が打合せできる規模の整備を検討する。 

その他 ― 議会ロビーに書棚を配置し図書コーナーとする。 

 

④ ICT設備の導入 

難聴者に配慮した磁気ループシステム13の導入や、外国人傍聴者に対応した多言語翻訳シス

テムの導入、オンラインでの会議開催を想定したオンライン通信設備の設置などの ICT設備の

導入を検討します。 

  

 
13磁気ループシステムとは、音声を電気信号として床等に敷設したアンテナに送ることで磁界を発生させ、その

磁界内において受信機等で受信することにより、雑音のない音声を聞くことができるシステムのことです。 

議場（フラット方式）のイメージ 

（群馬県 沼田市役所） 
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4) セキュリティ機能 

① セキュリティ計画 

市民の財産である市の情報を的確に管理して情報流出や情報漏洩を防ぐためには、重要度に

応じたセキュリティレベルを設定し、確実に運用していくことが必要と考えられます。新庁舎

では、市民交流機能の導入を検討しているため、誰もが気軽に庁舎を利用することを踏まえた、

セキュリティレベルの設定が求められます。セキュリティレベル設定の考え方は図 4-7のとお

りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-7 セキュリティレベルの模式図（イメージ） 

 

② セキュリティラインの設定 

セキュリティラインは、図 4-7におけるそれぞれのゾーン間で設定し、ゾーン間を通過する

際の認証方法を検討します。 

 

③ セキュリティラインを設定するための主な観点 

来庁者ゾーンと職員ゾーン間を分離し、個人情報保護と業務セキュリティ確保を図ります。 

ICカード形式の職員証の活用による、職員通用口や会議室等のセキュリティ確保を図り、重

要諸室や重要情報ゾーンへの入退室には暗証番号キーを追加する等の二重認証方式について

も検討します。 

個人情報の保護や業務遂行上の秘密保持の観点から、窓口カウンターからパソコンの画面が

見えない工夫をするなど、セキュリティに配慮した配置計画とします。 

  

来庁者ゾーン（時間外） 
閉庁時においても催事や行事の実施時は誰でも利用可能 

来庁者ゾーン（時間内） 
開庁時には誰でも利用可能 

職員ゾーン 
職員のみ利用可能 

重要諸室ゾーン 
特定の職員のみ入室可能 

Level１ 

Level２ 

Level３ 

Level４ 

重要書類 

文書庫 

議会 

関係諸室 

文書庫 

更衣室 

待合ロビー 

休憩室 

相談室 

会議室 

市民交流 

スペース 

市長室 情報機器室 

売店・物販

スペース 

※セキュリティレベル別の諸室は想定 

低 

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
レ
ベ
ル 

高 
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5) 市民交流機能 

市民が行政サービスを利用するためだけに庁舎を訪れるのではなく、多様な市民の交流、市

や議会との交流（市政参加）のために利用できる庁舎を目指します。 

 

① 市民交流スペース 

市民が気軽に庁舎を訪れ、自由に滞在ができるよ

う、1階エントランス付近に、開放型の市民交流スペ

ースの設置を検討します。 

市民交流スペースは、市民の憩いの場やイベント

開催の場としての利用方法を想定し、移動可能なソ

ファーを設置するなど、スペースを有効に活用でき

る方策を検討します。 

また、市民が利用できるフリーデスクやフリーWi-

Fi等の設置も検討します。 

 

② 売店・物販スペース 

市民交流スペースに近接して、市の職員や来庁し

た市民が利用可能な売店・物販スペースの配置を検

討します。売店・物販スペースでは、主に飲食物や特

産品などの販売を想定します。 

営業方式は、無人販売など、継続性の高い方式を検

討します。 

 

 

 

 

6) 情報発信機能 

市民交流スペースに面して、市と由来のある偉人

や産業、自然に関する展示スペースを検討し、基本方

針として掲げた『「こさい」を感じられる庁舎』を目

指します。 

その他、デジタルサイネージあるいは大型モニタ

ーを設置した情報発信コーナー併設し、施策等の情

報や議会中継などの市政に関することや、市民交流・

市民協働の関連情報を掲示し、多様な市民の交流の

場づくりのため情報やコンテンツを発信します。 

  

市民交流スペースのイメージ 

（埼玉県 小鹿野町役場） 

情報発信コーナーのイメージ 

（栃木県 真岡市） 

売店・物販スペースのイメージ 

（岐阜県 羽島市役所） 



 

27 

7) その他 

① 目的の窓口や諸室が一目でわかるサイン計画 

新庁舎には、窓口やその他の諸室の配置が分かるよう、各階の見やすい位置にフロア案内図

を掲示すると共に、窓口などへの附番・名称の掲示、床面への経路案内の表示など、わかりや

すいサイン計画を検討します。また、機構改革による配置の変更が生じた際にも容易に対応で

きるよう考慮します。 

また、サイン計画にあたっては、誰もが認識し・理解できるようユニバーサルデザインの考

え方に基づいて計画します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② バリアフリートイレ 

近年の社会情勢から、「バリアフリートイレ」を新庁舎の各フロアに 1箇所ずつ配置します。

また、バリアフリートイレに備える機能は、表 4-13の設備の設置を検討します。 

 

表 4-13 バリアフリートイレの想定設備 

想 定 設 備 

・案内表示 

・車いす用トイレ 

・ユニバーサルシート 

・オストメイト汚物流し 

・幼児用トイレ 

・可動手すり 

・幼児用手すり 

・ベビーチェア 

・ベビーシート 

・フィッティングボード 

  

バリアフリートイレのイメージ 

（大阪府 柏原市役所） 

フロア案内のイメージ 

（埼玉県 八潮市役所） 

 

窓口案内のイメージ 

（埼玉県 八潮市役所） 
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③ 授乳室 

新庁舎には、授乳スペース、おむつ交換台、調乳用温水器付シンク等を設置した授乳室を利

用対象の来庁者が多いフロアに配置することを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-8 授乳室の参考図 

 

④ キッズスペース 

乳幼児連れの来庁者が多いフロアに、キッズスペ

ースの配置を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 福利厚生機能 

新庁舎では、各階に職員が休憩等で利用できるリ

フレッシュルームの設置を検討します。 

リフレッシュルームには、食事をとるスペースや

給湯設備を配置し、職員同士のコミュニケーション

活性化のため、テーブルやイス等を配置したフリー

スペースを設けます。 

また、導入する什器等や内装のデザインについて

は、職員がよりリラックスできるように検討します。 

 

  

授乳室の各設備イメージ 

（滋賀県 米原市役所） 

キッズスペースのイメージ 

（長崎県 長崎市役所） 

リフレッシュルームのイメージ 

（大阪府 寝屋川市役所） 
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５． 施設計画 

（１） 建設地 

新庁舎の位置は、地方自治法第 4条第 2項の「地方公共団体の事務所の位置を定め又はこれ

を変更するにあたっては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との

関係等について適当な考慮を払わなければならない。」に準じ、３．基本理念及び基本方針を踏

まえて選定します 

 

1) 建設地の条件 

新庁舎の候補地は、まちづくりの考え方やアンケート結果を踏まえ、市を支える都市核と位

置づけられた鷲津駅周辺とし、庁舎を建設するにあたって下記の４つの条件を満たす敷地とし

ます。 

➢ 湖西市都市計画マスタープランによる鷲津都市拠点周辺の市街地エリアであること 

➢ 湖西市立地適正化計画による都市機能誘導区域に位置すること 

➢ 基本的に空地であり、現在稼働中の他の公共施設等がないこと 

➢ 市が敷地の過半を所有する一団の土地であること 

 

2) 建設候補地の位置 

建設地の条件を満たす候補地は図 5-1に示す３敷地となります。 

 
※「GIS こさい」より 

図 5-1 建設候補地位置図 

 

都市機能誘導区域 

居住誘導地域 

候補地①：現庁舎北側駐車場 

候補地②：健康福祉センター駐車場 

候補地③：鷲津駅前ひまわり広場 



 

30 

 

3) 建設候補地の概要 

３つの建設地候補地の概要は表 5-1の通りです。 

表 5-1 建設候補地の概要 

建設候補地 
候補地① 

現庁舎北側駐車場 

候補地② 

健康福祉センター駐車場 

候補地③ 

鷲津駅前ひまわり広場 

敷地のイメージ 

   

敷地面積 約 7,000 ㎡ 約 2,600㎡ 約 2,200㎡ 

土地の所有 
市有地：67％ 

借地：33％ 

市有地：67％ 

借地：33％ 
市有地：100％ 

用途地域 第 2種住居地域 第 2種住居地域 商業地域 

防火地域 指定なし 指定なし 準防火地域 

建蔽率／容積率 60％／200％ 60％／200％ 80％／400％ 

立地適正化計画 都市機能誘導区域 都市機能誘導区域 都市機能誘導区域 

鷲津駅からの距離 

（直線距離） 
約 1.35km 約 1.3km 約 0.1km 

災害危険箇所 指定無し 指定無し 指定無し 
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4) 建設候補地の比較 

３つの候補地に対して延べ床面積 10,000㎡の新庁舎を配置する場合を想定して庁舎機能や駐車場の使いやすさや、配置可能な庁舎規模や移転計画の容易さ、建設コスト、建設工期について比較しました。 

比較の結果、建設コストが安価で、機能的で効率的な庁舎となることから「候補地① 現庁舎北側駐車場」を新庁舎建設地とします。 

表 5-2 建設候補地の比較 

建設候補地 候補地① 現庁舎北側駐車場 候補地② 健康福祉センター駐車場 候補地③ 鷲津駅前ひまわり広場 

建築計画のイメージ 

   

庁舎の使いやすさ 
（延床面積 10,000㎡

とした場合） 
◎ 

建築面積：約 2,500 ㎡/地上 4階/最高高さ 18m程度 

△ 

建築面積：約 1,600㎡/地上 7階/最高高さ 30m程度 

△ 

建築面積：約 1,500㎡/地上 7階/最高高さ 30m程度 

建物の階数を低く抑えつつ 1 フロアの面積を広く確保する
ことができ、上下の移動が少なく使いやすい庁舎となる。 

建物の階数が高くなり、1フロアの面積も狭いため、上下の
移動が多くなり使い勝手の悪い庁舎となる。 
また、高層化により階段・エレベーターやトイレなどが増
えるため、執務室等として活用できる面積が減少する。 

建物の階数が高くなり、1フロアの面積も狭いため、上下の
移動が多くなり使い勝手の悪い庁舎となる。 
また、高層化により階段・エレベーターやトイレなどが増え
るため、執務室等として活用できる面積が減少する。 

駐車場の使いやすさ ◎ 
敷地内に十分な台数の来庁者駐車場を確保可能となり、現
庁舎の跡地も駐車場として活用できるため使い勝手の良い
駐車場を整備できる。 

○ 
敷地内には来庁者駐車場を確保できないが、古見川を挟ん
だ現庁舎敷地を駐車場として活用でき、十分な規模の駐車
場が確保できる。 

△ 

平置き駐車場を確保できないため、地下式となり使い勝手
が悪くなる。（地下 1階あたり 30台程度）また、公用車駐車
場や職員用駐車場を確保できないため、周辺に別途駐車場
を確保する必要がある。 

配置可能な庁舎規模 ◎ 現行の指定容積率において十分な規模を配置可能。 △ 
現行の指定容積率において十分な規模を配置することがで
きないため、必要な都市計画変更手続きを経る必要がある。 

△ 
現行の指定容積率において十分な規模を配置することがで
きないため、必要な都市計画変更手続きを経る必要がある。 

移転計画の容易さ ○ 
工事期間中に現庁舎駐車場の移設などの影響はあるが、現
庁舎を運用しながらの建設が可能であり、現庁舎から近い
ため、家具・物品等の移転も容易に行うことができる。 

◎ 
現庁舎の運用に影響を与えずに建設することができ、円滑
な移転が可能となる。 

○ 
現庁舎の運用に影響を与えずに建設することができるが、
現庁舎から離れているため家具・物品等の移転に時間、費用
を要する。 

建設コスト ◎ 
敷地に余裕があるため標準的な庁舎整備が可能であり、整
備費用が最も安価となる。 

○ 
敷地が狭いため比較的高層な庁舎となるため、候補地①と
比較して工事期間に応じて建設コストは上昇する。 

△ 
敷地が狭いため比較的高層な庁舎となり、工事期間が長く
なること、および建物内の駐車場整備が必要となるため、他
の候補地と比較して建設費が高額となる。 

建設工期 ◎ 
建物の階数が最も少ないため工期も短くなると想定され

る。 
○ 建物の階数が多く工期が長くなると想定される。 △ 

建物の階数が最も多く大規模な掘削も必要になるため最も

工期が長くなると想定される。 

施工条件 ◎ 敷地が広く標準的な施工条件となる。 ○ 
敷地が狭く高層の建物になるため、資材置き場などの施工

上の工夫や、タワークレーンの設置などが必要となる。 
△ 

敷地が狭く高層の建物になるため、資材置き場などの施工

上の工夫や、タワークレーンの設置などが必要となること

に加え、地下の掘削量が多いため残土処分等が発生する。 

その他の課題 ○ 一部用地取得が必要になる。 ○ 一部用地取得が必要になる。 △ 
ひまわり広場は国庫補助金により建設された施設で、かつ、

耐用年数が残っているため、国費返還が生じる。 

※簡易的な配置イメ

ージであり今後の検

討により変更となり

ます。 
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（２） 建設地の条件等 

1) 西側道路整備 

敷地西側は幅員が狭く、歩道が整備されてい

ないため、新庁舎の整備に合わせて相互通行が

可能で両側に歩道を有する道路として拡幅整

備します。 

 

2) 現庁舎を運用しながらの建設 

新庁舎の建設は現庁舎を継続して運用しな

がら、北側の駐車場用地に建設します。 

新庁舎の配置は、現庁舎の運用に支障の無い

よう、離隔距離に配慮します。 

 

 

 

図 5—2 建設地の条件 

（３） 配置計画・動線計画 

1) 配置計画の考え方 

新庁舎への自動車のアクセスは市道河原川尻線、市道市役所北側 1号線、西側道路の３

か所とし交通混雑に配慮します。また、新庁舎の南側及び北側に、駐車場に面して車寄せ

を設け、送迎や荷下ろしなどに配慮します。 

駐車場は新庁舎北側と南側に配置し、南側駐車場は各種行事やイベント時に活用可能配

置のほか、広場等の緑地配置を検討します。 

新庁舎の出入り口は、新庁舎南側、北側、西側に設け、南側をメインエントランス（主

な玄関）とすることを想定します。詳細は基本設計時に決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現庁舎 

西側道路の 
拡幅整備 

(継続運用) 

新庁舎建設 

工事区域 

図 5—3 配置計画のイメージ 

新庁舎 

駐車場 

車寄せ 

車寄せ 

駐車場・緑地・

広場など 
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（４） 階層計画 

1) 機能配置の考え方 

新庁舎の階層計画の考え方を以下のとおり整理します。 

 

➢ 窓口機能を有する市民利用の多い部署や市民交流スペースなどの市民による利用を

想定する機能は、利用しやすさに配慮し１～２階に配置します。また、窓口と合わせ

てプライバシーを確保した相談室を併設します。 

➢ 執務機能は部署間の連携が必要な部署を近接して配置し業務の効率化を図ります。 

➢ 議会機能は平常時に会議室として使用する事を検討し、大会議室と同じ階に配置し、

機能の集約化を図ります。 

➢ その他、業務上の打ち合わせを行う会議室は各階に分散して配置し、階の移動を極力

少なくすることで業務効率化を図ります。 

➢ 各機能は、今後の機構改革や行政機能のあり方等の変化に耐えられるよう可用性に配

慮することとし、詳細は基本設計、実施設計において検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4 機能配置のイメージ 
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６． 事業計画 

（１） 概算事業費 

新庁舎建設に関する概算事業費は、本計画の時点では以下の金額を見込みます。 

詳細は、今後の工事費の動向を踏まえ、基本設計、実施設計を経て決定しますが、市の財政

に過度な負担とならないようコストの適正化に努めます。 

 

表 6-1 新庁舎建設の概算事業費 

項目 金額（税込） 備考 

調査・設計費※1 約 6 億円 工事監理費を含む 

建設工事費※2 約 80 億円 
新庁舎、車庫・倉庫の新築工事、既存庁舎の解体工事

を含む 

その他費用 約 4 億円 什器・備品導入費※3、移転（引越し）費※4 

合 計 約 90 億円  

※１ 国土交通省告示第九十八号に基づいて算定 

※２ 複数施工業者へのヒアリング結果を基に設定 

※３ 什器メーカーによる新オフィスに掛かる一人あたりの什器・備品費用の相場より算定 

※４ 運送会社による職員一人あたりのオフィス移転費用より算定 

 

（２） 財源 

新庁舎建設にあたっては、公共施設整備基金等の事前の積立のほか、地方債を想定していま

す。 

また、社会資本整備総合交付金や森林環境譲与税、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

などの活用を検討し、その他活用可能な財源がないか引き続き研究していきます。 
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（３） 事業手法の選定 

1) 事業手法 

事業手法とは、庁舎の設計や施工、庁舎完成後の維持管理及び運営など、事業の進め方のこ

とをいい、本市が発注する公共事業は、ほとんどの場合、設計と施工・維持管理を分離発注す

る「従来方式」を採用してきましたが、近年では、コスト縮減や工期短縮などを図れる場合が

あることから、設計段階で施工者の持つ技術的ノウハウを取り入れるなど、官民連携（PPP）の

事業手法を採用する他自治体事例もあります。 

 

2) 事業手法の検討にあたって考慮すべき事項 

新庁舎整備の事業手法については、整備内容の特性、市民サービスの向上、地域経済、財政

状況及びコスト縮減が図れるよう、事業手法の検討にあたって考慮すべき事項を踏まえ、分離

発注（従来手法）と官民連携手法について比較検討します。 

事業手法の検討にあたって考慮すべき主な事項は、次のとおりとします。 

 

表 6-2 考慮すべき事項と評価の視点 

考慮すべき事項 評価の視点 

①工期短縮 
円滑な事業実施に資するよう、早期に事業着手できる手法である

こと。 

②計画の自由度 
設計・施工の各段階で市民や市の意向を反映させやすい手法であ

ること。 

③コスト削減 
総事業費や維持管理費用などを含めたコストの削減に期待でき

る手法であること。 

④支出の平準化 
事業費を単年度に支出することなく、財政支出を平準化しやすい

手法であること。 

⑤市内経済の活性化 
市内の企業が事業に参加しやすく、市内経済の活性化に資する手

法であること。 
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3) 事業手法の比較検討 

考慮すべき事項について、比較対象とした事業手法ごとの特徴を踏まえて次のとおり評価しました。 

本市の新庁舎整備においては、市民の意向を反映しやすく、早期に事業に着手できるため「分離発注方式（従来手法）」を想定しますが、今後の建設業界を取り巻く環境の変化を注視し、設計、施工の発注段階にお

いて最適な事業手法を選定します。 

表 6-3 事業手法の評価一覧 

考慮すべき

事項 

比較する事業手法 

分離発注方式（従来手法） DB 方式 DBO 方式 ECI 方式 PFI 方式 

市が自ら資金を調達し、設計と施工、

維持管理を事業者に分離発注する方式。 

設計段階での市民ニーズの反映や計画

的な事業の推進・見直しなどが可能であ

る一方で、その他の手法と比較するとコ

スト縮減は期待しにくくなる。 

維持管理は単年度・個別発注が基本に

なる。 

設計と施工を一括して設計・施工企業に

発注する方式。 

設計段階から施工企業が関与すること

で、施工に配慮した設計が可能となり、コ

スト縮減に期待できる。 

維持管理は従来方式と同様に単年度・個

別発注が基本になる。 

設計・施工から維持管理までを包括的に民

間事業者グループに発注する方式。 

設計段階から施工企業及び維持管理企業が

関与することで、施工と維持管理に配慮した

設計が可能となり、コスト縮減に期待でき

る。 

維持管理まで包括・長期発注することで、

維持管理期間にわたるコスト縮減が期待でき

る。 

設計段階から施工企業が関与することで、

発注時に使用や前提条件の確定が困難な事業

に対応する方式。 

設計段階から施工企業も参画することか

ら、施工企業の知見、経験を踏まえた検討が

可能となる。 

また、施工時の騒音や交通付加、施工ヤー

ドの確保などのリスクへの対処方法について

設計に反映することができる。 

PFI 法に基づき、設計・施工から維持管理

までを包括的に民間事業者グループに発注す

る方式。 

設計段階から施工企業及び維持管理企業が

関与することで、施工と維持管理に配慮した

設計が可能となり、コスト縮減に期待でき

る。 

維持管理まで包括・長期発注することで、

維持管理期間にわたるコスト縮減が期待でき

る。 

①工期短縮 ◎ 

従来どおりの手続きである
ため、発注手続きの回数は多
くなるが、比較的早期に事業
を進めることができる。 〇 

事業者の選定に準備期間が必
要になるため、従来方式よりも
やや時間を要するが、発注回数
が減らせることや設計段階から
施工業者が関与することによ
り、事業期間の短縮に期待でき
る。 

△ 

事業者の選定に準備期間が必要
になるため、従来方式よりも時間
を要するが、発注階数が設計・施
工・維持管理を含めて１回で済む
ことや設計段階から施工業者が関
与することにより、工事期間の短
縮に期待できる。 

△ 

事業者の選定に準備期間が必要
になるため、従来方式よりも時間
を要するが、設計段階から施工業
者が関与することにより、施工段
階でのリスクを考慮できるため、
事業期間の確実性に期待できる。 

△ 

PFI 法に基づく手続きなどに
より、相当の準備期間が必要に
なるため、従来方式と比較する
と事業着手までに時間を要する
可能性が高い。 

②計画の自

由度 
〇 

基本・実施設計、及び施工
をその都度、仕様発注するた
め、段階ごとに仕様の確認・
調整が可能であり、市民や市
の意向を反映しやすい。 

△ 

設計及び施工を一括して性能
発注するため、市の仕様確認・
調整がしにくく、市民や市の意
向を設計・施工に反映しにく
い。市や市民の意向を発注前に
十分整理しておく必要がある。 

△ 

設計、施工及び維持管理を一括
して性能発注するため、市の仕様
確認・調整がしにくく、市民や市
の意向を設計・施工に反映しにく
い。市や市民の意向を発注前に十
分整理しておく必要がある。 

○ 

基本・実施設計時点から施工業
者が関与するが、計画は設計者と
市が主体となって調整を図るた
め、仕様の確認・調整が可能であ
り、市民や市の意向を反映しやす
い。 

△ 

設計及び工事（維持管理・運
営を含む場合もある）を一括し
て性能発注するため、市の仕様
確認・調整がしにくく、市民や
市の意向を設計・施工に反映し
にくい。市や市民の意向を発注
前に十分整理しておく必要があ
る。 

③コスト削

減 
〇 

設計・施工段階での業者提
案によるＶＥや総合評価方式
の活用によって、一定のコス
ト縮減が期待できる。 

〇 

設計段階から施工業者が関与
することで、施工に配慮した設
計が可能となり、コスト縮減に
期待できる。 

〇 

設計段階から施工業者・維持管
理業者が関与することで、施工・
維持管理に配慮した設計が可能と
なり、コスト縮減に期待できる。 

〇 

設計段階から施工業者が関与する
ことで、施工に配慮した設計が可
能となり、コスト縮減に期待でき
る。 

〇 

設計段階から施工業者が関与
することで、施工に配慮した設
計が可能となり、コスト縮減が
期待できる。 

④支出の平

準化 
〇 

基金と起債を活用すること
により、市の支出を平準化で
きる。 
一般財源分の部分では平準

化されず、設計・施工期間中
に出来高に応じて支出が発生
する。 

〇 

基金と起債を活用することに
より、市の支出を平準化でき
る。 
一般財源分の部分では平準化

されず、設計・施工期間中に出
来高に応じて支出が発生する。 

〇 

基金と起債を活用することによ
り、市の支出を平準化できる。 
一般財源分の部分では平準化さ

れず、設計・施工期間中に出来高
に応じて支出が発生する。 

〇 

基金と起債を活用することによ
り、市の支出を平準化できる。 
一般財源分の部分では平準化され
ず、設計・施工期間中に出来高に応
じて支出が発生する。 

◎ 

民間調達分を割賦・均等払い
することにより、市の財政負担
を平準化できる。 

⑤市内経済

の活性化 
〇 

設計・施工、運用開始後の
維持管理の段階ごとに発注方
法を検討できるため、市内業
者も比較的事業に参加しやす
い。 

△ 

発注する業務の内容が複雑化
するため、従来方式と比較する
と市内業者は事業に参加しにく
くなる可能性がある。 

△ 

発注する業務の内容がより複雑
化するため、従来方式と比較する
と市内業者は事業に参加しにくく
なる可能性がある。 

〇 

設計・施工、運用開始後の維持管
理の段階ごとに発注方法を検討で
きるため、市内業者も比較的事業
に参加しやすい。 

△ 

事業者による提案力が求めら
れるため、従来方式と比較する
と市内業者は事業に参加しにく
くなる可能性がある。 

総合評価 ◎ 

早期着手が可能で、市民や
市の意向を十分に反映した施
設とすることが出来るため、
本事業との適合性が高い。 

△ 

コスト削減にやや期待できる
が、市民や市の意向の反映がし
にくく、市内経済の活性化にも
繋がりにくい。 

△ 

コスト削減に期待できるが、早
期着手が困難、市民や市の意向の
反映もしにくく、市内経済の活性
化にも繋がりにくい。 

○ 
事業者選定に時間を要するが、施
工段階でのリスクをある程度排除
できる。 

△ 

コスト削減に期待できるが、
早期着手が困難、市民や市の意
向の反映がしにくく、市内経済
の活性化にも繋がりにくい。 
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（４） 事業スケジュール 

基本構想の段階では令和 11年度の供用開始を目標としていましたが、他の大型事業の

状況を勘案し、供用開始時期を先送りするものとします。 

なお、基本設計以降の各工程における所要期間は以下の通り想定します。 

また、今後の社会情勢の変化や本市を取り巻く状況によっては、設計と施工の一括発注

を含め最適な事業手法・スケジュールとなるよう検討します。14 

 

表 6-4 新庁舎整備に係る各工程の所要期間（想定） 

 

 ※各工程を連続して進めた場合に要する期間を想定しています。財政事情や他の事業の

進捗状況により、工程の移行に際して一定の期間を空ける場合があります。 

  

 
14 コンストラクションマネジメント業務とは、多額の資金を要する建設事業において、適正な価格・工

程・品質の管理について、技術的中立性を持った技術者による支援を受ける業務です。 

新庁舎
建設

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目

　　　　　年

　項目

オフィス

実施設計

建設工事

（24か月想定）
発
注実施設計

発
注

解体

工事
発
注

基本設計
発
注

測量

調査等
発
注

●新庁舎供用開始

解体

設計
発
注

駐車場

工事
発
注

什器・備品

調達
発
注

発
注

コンストラクションマネジメント業務発
注 コンストラクションマネジメント業務 14 
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資料編 

（１） 市民ワークショップ 

本計画の策定にあたって、全４回（オリエンテーションを含む）の市民ワークショップ

を開催しました。 

 

表 7-1 市民ワークショップの開催概要 

回数 日時 場所 内容 

オリエンテ

ーション 

令和６年 

７月 27 日(土) 

10:00～ 

湖西市健康福祉センター 

（おぼと）３階 研修室 

１開会 

２参加者自己紹介 

３湖西市新庁舎建設基本構想について 

４今後のスケジュールについて 

５その他 

第１回 

令和６年 

８月５日(月) 

10:00～ 

湖西市健康福祉センター 

（おぼと）３階 研修室 

１開会 

２情報提供 

３ワークショップ 

・新庁舎建設場所について 

・複合する施設について 

４その他 

第２回 

令和６年 

10 月 12 日(土) 

10:00～ 

湖西市役所 

３階 委員会室 

１開会 

２ワークショップ 

・新庁舎に必要な機能について 

・他自治体の事例紹介 

３その他 

第３回 

令和６年 

12 月 14 日(土) 

10:00～ 

湖西市役所 

３階 委員会室 

１ 開 会 

２ ワークショップ 

①意見の集約 

・建設場所について 

・複合化する施設について 

・必要な機能について 

②ワークショップまとめ 

３ その他 

 

○ワークショップメンバー 

 ・申込者 23名（無作為に抽出された市民 1,500人のうち申込者） 

 ・有識者 4名 

 ・湖西高校生、新居高校生 4名 

 ・ファシリテーター：愛知大学地域政策学部教授 菊地 裕幸 氏 
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① 市民ワークショップ（オリエンテーション） 

ア 配布資料 
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44 



 

45 
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イ 議事要旨 
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② 市民ワークショップ（第１回） 

ア 配布資料１ 



 

54 



 

55 



 

56 



 

57 
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イ 配布資料２ 
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ウ 議事要旨 
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③ 市民ワークショップ（第２回） 

ア 配布資料 
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イ 議事要旨 
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④ 市民ワークショップ（第３回） 

ア 配布資料 
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イ 議事要旨 
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